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【
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
】

田
辺
少
年
少
女
合
唱
団
コ
ス
モ
ス
に
よ
る
合
唱

【
講
演
】

講
師
＝
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
羽
川
英
樹
さ

ん
（
＝
写
真
）

テ
ー
マ
＝
さ
さ
え
あ
い
思
い
や
る
言
葉
と
心
～

言
葉
ひ
と
つ
で
こ
う
変
わ
る
～

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
が
あ
り
ま
す
。

参
加
費
＝
無
料

申
し
込
み
＝
不
要

託
児
を
希
望
す
る
人
は
、
１１
月
１６
日
㈪
ま
で
に

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

市
は
、
介
護
予
防
の
ひ
ろ
ば
を
開
き
ま

す
。
い
つ
ま
で
も
生
き
生
き
と
元
気
に
過

ご
せ
る
よ
う
、
介
護
予
防
に
取
り
組
ん
で

み
ま
せ
ん
か
。

日
時
＝
１２
月
２
日
㈬
午
後
１
時
～
４
時

場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル

定
員
＝
講
演
・
実
技
各
８０
人

内
容
＝
下
図
の
と
お
り

申
込
方
法
＝
来
所
か
電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い

し
め
き
り
＝
１１
月
２４
日
㈫

申
込
・
問
合
せ
先
＝
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
あ
ん
あ
ん
▼
市
役
所

（
☎
６３
・
１
２
６
８
）
▼
常
磐
苑
（
☎

６８
・
１
３
１
０
）
▼
宝
生
苑
（
☎
６８
・

０
７
０
５
）

市
内
保
育
所
（
園
）
と
市
外
の
認
定
こ

ど
も
園
（
保
育
所
部
分
）
の
平
成
２８
年
４

月
入
所
希
望
者
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
対
象
児
童
】

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
世
帯

▼
児
童
・
保
護
者
と
も
に
本
市
に
在
住
・

住
民
登
録
し
て
い
る
か
転
入
予
定

▼
保
育
が
必
要
な
事
由
（
就
労
、妊
娠
、

出
産
、
保
護
者
の
疾
病
・
障
が
い
、
同
居

す
る
親
族
の
介
護
・
看
護
、
災
害
復
旧
、

求
職
活
動
、
就
学
〈
職
業
訓
練
含
む
〉、

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ
が
あ
る
な
ど
）
に
該

当
す
る

【
申
込
書
の
配
布
場
所
・
日
時
】

子
育
て
支
援
課
＝
１２
月
１
日
㈫
か
ら

各
保
育
所
（
園
）
＝
１２
月
１
日
㈫
～
１１

日
㈮
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分

い
ず
れ
も
正
午
～
午
後
１
時
と
土
・
日

曜
日
、
祝
日
、
１２
月
２９
日
㈫
～
平
成
２８
年

１
月
３
日
㈰
を
除
き
ま
す
。

【
受
付
日
時
な
ど
】

下
表
の
と
お
り

児
童
と
共
に
第
一
希
望
の
保
育
所（
園
）

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

保
育
所
（
園
）
や
児
童
の
年
齢
に
よ
っ

て
は
、
希
望
ど
お
り
に
入
所
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

子
育
て
支
援
課
（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

日本年金機構は、社会保険（国民年金保険料）控除証
明書を郵送します。年末調整・確定申告で国民年金保険
料の社会保険料控除の適用を受けるためには、納付を証
明する書類の添付が必要です。
発送時期＝▼ 1月 1日～ 9月 30 日に国民年金保険料
を納付した人は 11 月上旬▼ 10 月 1 日以降に初めて納
付した人は平成 28 年 2 月（予定）。家族の国民年金保
険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加える
ことができます
問合せ先＝▼ねんきん定期便・ねんきんネット専用
ダイヤル（☎ 0570-058-555〈IP 電話・PHS は☎ 03-
5700-1144〉）▼京都南年金事務所（☎ 075-643-2547）

市は、子育て世帯に対して
臨時特例的な給付措置として
支給される「子育て世帯臨時
特例給付金」の申請を受け付
けています。該当する人は、
早めに申請してください。
対象＝次のすべてに該当す
る人
▼平成 27 年 5月 31 日現在、本市に住民登録がある
▼平成 27 年 6 月分の児童手当（特例給付を除く）を
受給した
臨時福祉給付金や生活保護を受けている世帯も対象と
なります。
支給額＝児童手当の対象児童 1人あたり 3,000 円
申請方法＝▼児童手当の受給者…6月上旬に送付した児
童手当の現況届の用紙に必要事項を書いて申請してくださ
い▼公務員…勤務先の案内に従って申請してください
申請期限＝ 12 月 1日㈫
申請・問合せ先＝子育て支援課（☎ 64-1376）

テレビ・ラジ
オに多数出演し
ている羽川さん

市
は
、成
年
後
見
制
度
講
座（
基

礎
編
・
応
用
編
）
を
開
き
ま
す
。

「
認
知
症
な
ど
で
判
断
能
力
が

低
下
し
た
ら
ど
う
し
よ
う
」
と
不

安
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
大
切
な
財
産
を
守
り
、
い
つ

ま
で
も
自
分
ら
し
く
暮
ら
す
た
め

に
、
専
門
家
と
一
緒
に
成
年
後
見

制
度
に
つ
い
て
学
び
ま
し
ょ
う
。

日
に
ち
・
内
容
＝
▼
１１
月
２５
日

㈬
…
基
礎
編
（
制
度
の
概
要
・
事

例
、
相
談
窓
口
な
ど
）
▼
１２
月
１１

日
㈮
…
応
用
編
（
制
度
利
用
の
手

続
き
・
諸
費
用
、
後
見
人
の
事
務

な
ど
）

時
間
＝
午
後
２
時
～
４
時

場
所
＝
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
の
高
齢
者
や
家

族
、
福
祉
・
医
療
関
係
者
な
ど

講
師
＝
社
会
福
祉
士
の
原
田
学

さ
ん定

員
＝
各
先
着
３０
人

費
用
＝
無
料

申
込
方
法
＝
前
日
ま
で
に
電
話

か
来
所
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
＝
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
あ
ん
あ
ん
宝
生
苑

（
☎
６８
・
０
７
０
５
）

市
は
、
甘
南
備
園
の
ご
み
焼
却
炉
の
後
継
施
設
に

つ
い
て
、
枚
方
市
の
穂
谷
川
清
掃
工
場
と
の
共
同
処

理
に
向
け
た
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。
本
年
７
月
に

は
、共
同
化
の
具
体
的
な
内
容
を
協
議
す
る
た
め「
枚

方
市
・
京
田
辺
市
可
燃
ご
み
広
域
処
理
に
関
す
る
連

絡
協
議
会
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

１０
月
２３
日
に
開
い
た
第
２
回
連
絡
協
議
会
で
は
、

事
業
実
施
主
体
を
「
一
部
事
務
組
合
」
と
す
る
こ
と

や
、
費
用
負
担
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
行

い
ま
し
た
。
次
回
は
、
一
部
事
務
組
合
の
名
称
や
組

織
な
ど
の
概
要
を
中
心
と
し
た
協
議
を
予
定
し
て
お

り
、
今
後
も
よ
り
良
い
ご
み
処
理
施
策
の
実
現
に
向

け
て
取
り
組
み
ま
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
ご
み
広
域
処
理
推
進
課
（
☎
６８
・

１
２
８
８
）

教育委員会は、冬休み期間限定で留守家庭児童会に
入会を希望する児童の申し込みを受け付けます。なお、
現在、留守家庭児童会を利用している児童は、申し込
みの必要はありません。
【対象】
保護者が仕事などで保育できない、市立小学校に通
学する児童
【募集する留守家庭児童会・人数】
▼田辺東・38 人▼大住・37 人
田辺東・大住小学校区外の児童も利用できます。
【利用期間】
校区内＝ 12 月 18 日㈮～平成 28 年 1月 9日㈯
校区外＝ 12 月 24 日㈭～平成 28 年 1月 6日㈬
いずれも、日曜日・祝日・12 月 29 日㈫～平成 28
年 1月 3日㈰を除きます。
【時間】
短縮授業中＝放課後～午後 6時 30 分
平日＝午前 8時～午後 6時 30 分
土曜日＝午前 8時～午後 5時 30 分
【費用】
3,920 円（校区外入会者は 1,960 円）。スポーツ安
全保険料 800 円。別途減免措置があります
【申込方法】
社会教育・スポーツ推進課か各留守家庭児童会にあ
る申込書に、スポーツ安全保険料・就労状況証明書（父
母とも必要）を添え持参してください。郵送では受け
付けできません
【申込期間】
11 月 9 日㈪～ 20 日㈮午前 8 時 30 分～午後 5 時。
正午～午後 1時、土・日曜日を除きます。時間内に来
庁できないときは、相談してください
【申込・問合せ先】
社会教育・スポーツ推進課（☎ 64-1394）

１２
月
４
日
～
１０
日
は
人
権
週
間
で
す
。
市
・

市
教
育
委
員
会
は
、
身
近
な
人
権
に
気
付
き
、

考
え
る
機
会
と
し
て
京
田
辺
市
ハ
ー
ト
フ
ル

フ
ェ
ス
タ
を
開
き
ま
す
。

日
時
＝
１２
月
５
日
㈯
午
後
１
時
３０
分
か
ら

（
受
け
付
け
は
午
後
１
時
か
ら
）　

場
所
＝
中
央
公
民
館

申
込
・
問
合
せ
先
＝
▼
人
権
啓
発
推
進
課（
☎

６４
・
１
３
３
６
）
▼
社
会
教
育･

ス
ポ
ー
ツ
推

進
課
（
☎
６４
・
１
３
９
４
）

埼玉県鶴ヶ島市の
職員。結婚（事実婚・
別姓）を機に、男女
共同参画活動に取り
組む

11 月 12 日から 25 日ま
で、全国一斉に女性に対す
る暴力をなくす運動が行わ
れます。市は、同運動の期
間中、さまざまなイベント
を行います。
【街頭啓発】
日時＝ 11 月 16 日㈪午
後 5時 30 分～
場所＝近鉄新田辺駅周辺
内容＝啓発チラシとグッ
ズの配布
【講演】
日にち＝ 11 月 23 日㈷
時間＝午後 1 時 30 分～
3時 30 分
場所＝コミュニティホール
テーマ＝創作落語「どめ
すてぃっく・ばいおれんす」
講師＝男女共同参画落語
創作・口演家、つるがしま

落語会の千金亭値千金さん
（＝写真）
定員＝ 100 人

【パネル展】
期間＝ 11 月 12 日㈭～
25 日㈬
土・日曜日、祝日を除き
ます。
場所＝市役所 2階市民ロ
ビー・女性交流支援ルーム
テーマ＝配偶者間の暴力
等について
【問合せ先】
女性交流支援ルーム（☎
65-3709）

▼パステルキッズの申込受付は、松井ヶ丘保育園で
　行います。
▼各保育所（園）に来所できない人や、認定こど
　も園への入所希望者は、平成28年1月5日㈫～
　15日㈮に、子育て支援課で受け付けます（正午
　～午後1時と土・日曜日、祝日を除く）。
▼開所時間は、平日午前7時～午後7時（土曜日は
　午前7時～午後4時）です。保育時間は就労状況
　などにより異なります。

◎
子
ど
も
の
作
品
展
示
◎

市
内
の
子
ど
も
た
ち
が
人
権
を
テ
ー
マ
に
描
い

た
絵
・
ポ
ス
タ
ー
・
作
文
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

期
間
＝
１２
月
３
日
㈭
～
１０
日
㈭

７
日
㈪
は
除
き
ま
す
。

場
所
＝
中
央
公
民
館
、
北
部
・
中
部
住
民
セ
ン

タ
ー

水消火器で消火体験を楽しむ子ど
もたち（9月 6日の消防フェア）


